
 

 

平成１８年７月２５日 
経 済 産 業 省 

 

 

特定商取引法違反の訪問販売業者（電話機等リース販売業者）に対する 

業務停止命令（３ヶ月間）について 

～平成１７年１２月６日付通達改正に係る初の行政処分～ 
 

   

経済産業省は、リース会社と提携し、消費者の住居等を訪問してビジネス用電話

機等のリース契約締結のための勧誘等を行っていた株式会社メディアサポート（本

社：大阪市中央区）に対し、特定商取引法上の違反行為（不実告知、重要事項の不

告知、勧誘目的等の不明示、適合性原則違反勧誘、契約書面への虚偽記載）を認定

し、特定商取引法第８条第１項の規定に基づき、平成１８年７月２６日から３ヶ月

間、同社の訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。 

 

 

１．株式会社メディアサポートは、事業者としての活動実態はあるが、電話機

等を事業用に利用することは殆どなく、主に個人用として使用している者、

もしくは、既に廃業している者の住居等を訪問し、「電話機に付いている装

置を見せてください。」、「最近回線が切れたりしているらしいのでそれを改

善するために確認をしている。」、「もう少ししたら、黒電話は使えなくなり

ます。」、「○○さん（大手電話会社）から言われていて（電話機の）入れ替

えの工事をしないといけないんで」等と、大手電話会社の行う電話回線事

業の一環で訪問したかのように告げて当該住居等に上がり込んだ上、あた

かも、新しい電話機に交換しなければならない事情が存在するかのような

内容を告げていました。さらに、新たな電話機の設置工事は無料であるか

のような内容を告げたり、「うちの電話にしたら電話の使用料が安くなりま

す。」等と告げるなど、同社と契約をすれば実際よりも著しく有利となるか

のような内容を告げていました。 

 

２． このほか、同社は、新たな電話機等のリース契約を締結させるための勧

誘を行っているという正確な内容を消費者に告げておらず、また、消費者

が新たに負担することとなるリース料等についても明確に説明していませ

んでした。 

 

３． さらに、同社は、既に廃業して年金生活者となっている高齢者等に対し、

当該消費者の知識や経験に照らして不適当と認められる勧誘を行い、当該



 

 

消費者にとって不要であるビジネス用電話機等のリース契約の申込みをさ

せていました。 

加えて、契約の目的・内容が営業のためのものである場合に適用されな

いという特定商取引法の規定（第２６条第１項第１号）を適用するため、

契約時点で営業実態がなく実質的に消費者と認められる者に対し、本件リ

ース契約書の名義欄に事業者名を記載するよう求め、あたかも事業者間契

約であるかのように装わせていました。 

 

４． なお、平成１５年４月から平成１８年５月までの間に同社とリース業務

の提携契約を結んでいたのは大手を含むリース会社１２社であり、同社は、

当該リース会社と一体となって、顧客（事業者を含む）に対しリース提携

販売を行っていたことが分かりました。 

 

 

 

  

【本件に関する問い合わせ先】  

  経済産業省消費者相談室      電話０３－３５０１－４６５７ 

  北海道経済産業局消費者相談室     ０１１－７０９－１７８５ 

  東北経済産業局消費者相談室      ０２２－２６１－３０１１ 

  関東経済産業局消費者相談室      ０４８－６０１－１２３９ 

  中部経済産業局消費者相談室      ０５２－９５１－２８３６ 

  近畿経済産業局消費者相談室      ０６－６９６６－６０２８ 

  中国経済産業局消費者相談室      ０８２－２２４－５６７３ 

  四国経済産業局消費者相談室      ０８７－８６１－３２３７ 

  九州経済産業局消費者相談室      ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

株式会社メディアサポートに対する行政処分の内容 

 

 

１．事業者の概要 

（１）事 業 者 名： 株式会社メディアサポート 

（２）代 表 者 名： 代表取締役 植田勲 

（３）本社所在地： 大阪市中央区谷町九丁目３番７号 

（４）資 本 金： ４，０００万円 

（５）売 上 高：  約５３億円（平成 16 年 11 月 1 日～平成 17 年 10 月 31 日） 

          平成１６年度は約３０億円 

（６）設立年月日：  平成９年２月２８日 

（７）取 引 類 型： 訪問販売（リース契約締結のための勧誘） 

（８）取 扱 商 品：  ビジネス用電話機、ＦＡＸ機等 

（９）価 格： 

・主装置１台、標準電話機２台、局線ユニットその他付属機器含む場合

／リース金額（総額）：約５０万円～３００万円以上※ 

※ 顧客によってリース料の金額には大きな差がある。リース期間は概ね３年～７年と

設定されているが、当省が消費者から聞き取り調査を行った結果、７年間と設定され

ていた者が殆どであった。 

 

 

２．取引の概要 

株式会社メディアサポートは、大阪市中央区に本社を置き、また、北海

道から福岡県にわたる各地域に十数カ所の事業本部を置き、提携関係にあ

るリース会社に代わってビジネス用電話機等のリース契約締結のための勧

誘及び事務代行を行っているところ、事業者としての活動実態はあるが、

電話機等を事業用に利用することは殆どなく、主に個人用として使用して

いる者、もしくは、既に廃業している者の住居等を訪問し、「電話機に付い

ている装置を見せてください。」、「最近回線が切れたりしているらしいので

それを改善するために確認をしている。」等と、大手電話会社の行う電話回

線事業の一環で訪問したかのように告げて当該住居等に上がり込み、「もう

少ししたら、黒電話は使えなくなります。」、「うちの電話にしたら電話の使

用料が安くなります。」等と告げて新たな電話機等のリース契約の締結につ

いて勧誘し、リース会社に代わり当該住居等において当該契約の申込みを

受け、又は当該契約締結のための事務代行を行っているものである。 

 

  ※訪問販売の該当性 

 同社は、リース会社各社と提携関係にあり、「例えば、リース提携販売

のように、『契約を締結し物品や役務を提供する者』と『訪問して契約の

締結について勧誘する者』など、一定の仕組みの上での複数の者による勧



 

 

誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認

められるような場合には、これらの複数の者は、いずれも販売業者等に該

当する。」（平成１７年１２月６日付通達）別添資料にあたることから、

同社が行う本件役務の提供は、特定商取引法第２条第１項に規定する訪問

販売に該当するものと認められる。 

 

※消費者性の該当性 

 特定商取引法第２６条第１項第１号では、「役務提供契約で、その申込

みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は役務の

提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る

役務の提供」については、本法の適用から除外する旨が規定されている。

しかしながら、「一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、

事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであっ

た場合は、原則として本法は適用される」（平成１７年１２月６日付通達）

別添資料こととなる。 

 

 

３．業務停止命令の内容と期間 
 

（１）業務停止命令の内容 

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

①訪問販売に係る役務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」と

いう。）の締結について勧誘をすること。 

②訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。 

③訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。 

 

（２）業務停止命令の期間 

平成１８年７月２６日から平成１８年１０月２５日まで（３ヶ月間） 

 

 

４．業務停止命令の原因となる事実 
 

（１）不実告知（特定商取引法第６条第１項） 

ア．本件役務提供契約の締結を必要とする事情に関する不実告知（同第

６号） 

 同社は、本件役務提供契約の締結について勧誘した際、消費者に対し、 

「もう少ししたら、黒電話は使えなくなります。」 

「今の電話機が使えなくなります。」 

「これからは IP 電話に替えていかないと、雑音とか障害がでてきま

すよ。」 

「これは○○さん（大手電話会社）から言われていて入れ替えの工事



 

 

をしないといけないんで、」 

などと、本件役務提供契約の締結を必要とする事情が存在するかのよう

に告げていた。 

 しかしながら、実際には、旧式の電話機（アナログ電話）が将来的に

使用できなくなるという事実はなく、また、電話の方式がアナログから

デジタル、或いはＩＰ電話等に全面的に切り替わるという事実も存在し

ない。また、大手電話会社が同社に電話機の入替工事を委託した事実も

なかった。 

 

イ．顧客の判断に影響を及ぼす重要事項に関する不実告知（同第７号） 

a）「工事費無料」「電話を無料提供」等に関する不実告知 

同社は、本件役務提供契約の締結について勧誘した際、消費者に対し、 

「この機械（ＦＡＸ機）を無料で付けてあげますから。」 

「これは○○さん（大手電話会社）から言われていて入れ替えの工事

をしないといけないんで、工事費は全然かからないんで、じゃあやら

せてもらいますね。」 

などと告げていた。 

 しかしながら、実際には、同社の来訪目的は電話機等の無料設置工事

ではなく、新たな電話機等のリース契約締結のための勧誘であった。 

 

b）「通話料が安くなる」等に関する不実告知 

 同社は、本件役務提供契約の締結について勧誘した際、消費者に対し、 

「うちの電話にしたら電話の使用料が安くなります。」 

「光ファイバーに対応する新しい電話機に取り替えれば、今までより

も電話代が安くなります。」 

などと告げていた。 

 しかしながら、実際には、同社と契約して新しい電話機に交換するこ

とにより電話代が安くなるという事実は存在しなかった。 

 

（２）重要事項の不告知（特定商取引法第６条第２項） 

 同社は、本件役務提供契約が新たな電話機等のリース契約であるとい

う「役務の種類及びその内容」並びに「役務の対価」について、消費者

に正確な情報を告げていなかった。 

 

（３）勧誘目的等の不明示（特定商取引法第３条） 

同社は、消費者宅を訪問した際に、 

「電話機に付いている装置を見せてください。」 

「最近回線が切れたりしているらしいのでそれを改善するために確

認をしている。」 

等と告げるだけで、本件役務提供契約の締結について勧誘するに先立っ



 

 

て、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及びその役務

の種類を明らかにしていなかった。 

 

（４）適合性原則違反勧誘【主に顧客の知識及び経験に照らした不適当勧誘】

（特定商取引法第７条第３号、同法施行規則第７条第３号） 

 同社は、既に廃業し、年金生活者となっている消費者に対し、当該消

費者の知識や経験に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 

 

（５）契約書面への虚偽記載（特定商取引法第７条第３号、同法施行規則第７

条第４号） 

 同社は、契約時点で営業実態がなく実質的には事業者ではなく消費者

と認められる者に対し、契約書面に個人名ではなく、事業者名を記載す

るよう求めていた。 

 

 

５．勧誘事例 

 

【事例１】 

株式会社メディアサポートの営業員Ａは、平成１７年１０月、廃業して年

金生活をしている東京都在住の消費者Ｚの住居を訪問し、インターホン越し

に「電話機の交換取付け手続に来ました。」と告げた。電話局の関係者だと思

い込んだＺは、ドアを開け、Ａを住居内へと招き入れた。その時、Ａは、自

分のことを大手電話会社の関連会社の従業員であるかのように装った。Ａは

Ｚに対し、「電話機を新しいのに交換すれば、今までよりもずっと月々の電話

代が安くなりますから。」と告げた。Ｚは、普段ほとんど電話をしないから電

話機を交換する気はない旨を告げたが、Ａは、電話代が安くなるからと、Ｚ

の理解の範囲を超えた難しい説明をまくし立てて勧誘をやめなかった。さら

にＡは、Ｚに対し、「今そこまで新しい電話機の設置工事をしてきたばかりで

すから。」とも告げた。その言葉を聞き、Ｚは、Ａは大手電話会社と関係のあ

る会社の従業員だから、大手電話会社が一斉にＺ宅の界わいの電話機の交換

をして、電話代を安くする手続をして回っているものと思い込み、承諾する

返事をした。するとＡは持参してきた「施工・発注・内容確認書」と題する

書面をＺに差し出し、当該書面の「お申込者名」の欄に、Ｚが過去に営んで

いた事業者名の入った社判を押すよう求めた。Ｚは、既に１０年ほど前に廃

業していたため、「もう会社やってないのに、社判でいいんですか。個人名で

契約しなくていいんですか。」とＡに尋ねてみたところ、Ａは、「社判で契約

してもいいんです。判子は何でもいいんですよ。社判があればそれを押して

いただければいいんです。では、名目上ここに社判を押してください。」と告

げた。後日、Ｚが改めて「施工・発注・内容確認書」の内容を確認してみた

ところ、当該書面に「リース料、５，８００円」、「リース期間７年」と記載



 

 

されていた。ＺはＡから、新たな電話機のリース契約の勧誘であることは全

く告げられておらず、自己の承諾した正確な契約内容を全く認識していなか

った。 

 
 
【事例２】 

株式会社メディアサポートの営業員Ｂは、平成１７年６月、大阪府在住の

消費者Ｙの住居兼事務所を訪問し、ドアのチェーン越しに、大手電話会社の

関係者であるかのようなことを告げた。さらに、「電話機の確認があるんです。

お使いの機械を見せてもらわないといけないんで、見せてください。」と告げ

た。Ｙは、「そんな話は大家さんからも聞いてないんですけど。」と告げたと

ころ、Ｂは、「大家さんのほうにもお伝えしたんですけどね。」と答えた。Ｙ

は、大手電話会社の関係者であるというＢの言葉を信じ、確認だけならとＢ

をＹの住居兼事務所に招き入れた。Ｂは、電話機の点検のようなことを行っ

た後、Ｙに、「大丈夫ですね。これだったらデジタルに切り替えができるんで。」

と言い出した。さらに、電話の音に雑音が混じる苦情が増えているなどと言

い、「これは○○さん（大手電話会社）から言われていて入替えの工事をしな

いといけないんで、工事費は全然かからないんで、じゃあやらせてもらいま

すね。」と言い、「こんな電話機になるんですけども。」と、新たな電話機のパ

ンフレットをＹに示した。この時Ｙが、今までの電話機は使えなくなるのか

とＢに尋ねたところ、Ｂは、「そうですね、この回線がかわってきちゃうんで、

普通の電話は使えなくなるんです。」と答えた。Ｙは不審に思ったが、Ｂが大

手電話会社の関係者だと信じ込んでいたＹは、Ｂの申出をそれ以上強く拒む

ことはできなかった。それからＢは鞄から紙を出してきて、電話代が安くな

るシステムの説明をした。結局、Ｙは電話機の交換をしてもらうことを承諾

した。Ｂは、電話機は大手電話会社から支給されるもので「お金も一切かか

らないです。」とＹに告げた。その後、Ｂは、「施工・発注・確認書」及び「リ

ース契約申込書兼同意書」と題する書面をＹに差し出し、必要事項の記載を

求めた。その書面に「リース」という記載を見つけて不審に思ったＹがＢに

そのことを問い質したところ、Ｂは、「リースと書いてはいますけど、リース

ではないんです。」、「あくまで○○（大手電話会社）のサービスなんだけど、

項目としてそういう項目があります。」と答えた。さらにＢは、当該書面にＹ

の事務所名の社判を押すよう求めた。後日、不信感を持ったＹが大手電話会

社に問い合わせをしたところ、Ｂの言葉は全くの不実であることが分かった。

 
 
【事例３】 



 

 

株式会社メディアサポートの営業員Ｃは、平成１７年９月、廃業して年金

生活をしている東京都在住の消費者Ｘの住居を訪問し、「電話の取り付けに来

ました。」「電話の交換です。」と言いながら住居の中に入ってきた。ＣはＸに

「いい電話機があるんです。」、「うちの電話機にしたら電話の使用料が安くな

ります。」などと告げた。Ｘは普段あまり電話を使用していなかったが、年金

暮らしなので、生活費をなるべく低く抑えたいと考えており、Ｃが何度も何

度も「電話代が安くなるから。」「だいぶ得しますよ。」と言うので、Ｘは次第

に、「少しでも安くなるのだったら、それはそれで都合がいいか。」という気

持ちになった。その時、Ｃから値段の説明や電話機リースの契約だという説

明はなかったので、気軽な気持ちで契約してもいいと応じてしまった。する

とＣは、「施工・発注・内容確認書」と題する書面をＸに差し出した。当該書

面に「リース」という記載を見つけ、Ｘは初めて、Ｃが電話機のリース契約

を勧めていることに気づいた。そこで、ＸはＣに、「リースはやりたくないな

あ。もう工場やってないし。」と告げたところ、Ｃは「電気代も、電話代も全

部ひっくるめて、全体で月に５、６千円ですよ。」などと言い、契約した方が

得であることを強調した。Ｃの言葉が本当であれば、契約した方が得である

と考えたＸは、契約することに決めた。Ｃの差し出した書面の「お申込者名」

のところに、個人名を書く欄と会社名を書く欄があり、ＣはＸに、会社名を

書く欄への記載を求めたので、ＸはＣの指示に従った。Ｃが引き揚げた後、

改めてＸは、７年間ものリース料の支払いを重荷に感じ、また、以前営んで

いた工場も廃業し、電話の使用頻度も低く、電話機に不自由していたわけで

はないと思い直した。そこで、Ｃに電話をかけ、解約したい旨を告げたとこ

ろ、Ｃから「会社だから、クーリングオフできないですよ。」と告げられた。

 
 
【事例４】 

株式会社メディアサポートの営業員Ｄは、平成１７年１０月、東京都在住

の消費者Ｗの不在時にＷの住居兼仕事場を訪問し、Ｗの妻に「電話機に付い

ている装置を見せてください。」と告げた。Ｗの妻は、Ｄを疑うことなく入口

を入った所にある仕事場にＤを招き入れ、仕事場に隣り合った住居部分に取

付けてあった電話機付近に設置されている箱形の装置を見せた。するとＥは

Ｗに、「その交換機（装置）は今は必要なくなりましたので、取り外させてく

ださい。」、「交換機（装置）だけを取り外すわけにはいかないんですよ。交換

機（装置）を外すからには、この電話機も一緒に取り外さなければいけなく

なるんです。」と告げた。Ｗの妻は、Ｄに「電話なんて特に必要ないし、今は

仕事はほとんどやっていないし、電話で食べているわけじゃないから、電話

機も外してくださっていいですよ。」と告げたところ、Ｄは、「いや、そうい

うわけにはいかないんですよ。電話機は新しく付けてもらわなくちゃいけな

いんです。」、「新しい方式の電話機に取り替えれば、今までよりも、電話代が



 

 

安くなるんですよ。」などと言い始めた。ちょうどその時Ｗが帰宅し、ＷはＤ

に対し、「ちょっと前に新しいデジタル電話にしたばかりなんだから、電話機

なんか交換する必要なんて無い。」と断り、その日はＤはあきらめて引き揚げ

た。ところがその翌日、Ｄは再びＷの住居兼仕事場を訪問し、「これから、世

の中はデジタルから光ファイバーに変わります。光ファイバーに対応する新

しい電話機に取り替えれば、今までよりも電話代が安くなります。」と告げた。

Ｗが「もう仕事が少なくなったからそんなもの必要ないんだよ。」と何度断っ

てもＥは「電話代が安くなる。」ことを執ように強調して決して勧誘を諦めよ

うとしなかった。そのようなＤにへき易し、いくら断ってもらちがあかない

と感じたＷは、「じゃあ、今までのリース代はどうなるんだ。」と尋ねてみた

ところ、Ｄは、「前のリース代は、無くなりますから大丈夫ですよ。」と答え

た。Ｗは、仕事も少なくなって収入が減っていたため、電話代が少しでも安

くなるのなら生活が楽になると感じ、新たな電話機のリース契約の締結に承

諾した。後日、新たな電話機の設置工事が行われ、工事完了後にＤが持参し

た「リースお申込みの内容」と題する書面を確認したところ、それまで支払

っていた電話機のリース代よりもはるかに高くつくことが判明した。 

 



 

 

別添資料

リース会社

顧客

売買契約

賃貸借契約

（株）メディアサポートとリース会社は総合してみれば
一つの訪問販売を形成している

「電話機等リース」の
勧誘、契約の代行

提携関係

２．（ 通達第１節（定義）関係1 法第２条（定義）関係 （１０）「販売業者」及び「役務提供事業
者」について）

平成１７年１２月６日付通達改正について

メディアサポート

１．（ 通達第５節（雑則）関係1 法第２６条（適用除外）関係 （１）法第２６条第１項第１
号について）

「一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務
が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用す
るためのものであった場合は、原則として本法は適用さ
れる。
特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどな
い零細事業者の場合には、本法が適用される可能性が
高い。」 とし、本法の解釈を明確化した。

 


